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�愛媛県規則第５１号
公衆浴場法施行細則等の一部を改正する規則を次のように定める。

令和５年１２月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

公衆浴場法施行細則等の一部を改正する規則

（公衆浴場法施行細則の一部改正）

第１条 公衆浴場法施行細則（昭和２３年愛媛県規則第６７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

（許可申請）

第１条 省略

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならな

い。

�～� 省略

� 浴場業を営む者（以下「営業者」という。）が管理者を置く

（許可申請）

第１条 省略

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならな

い。ただし、浴場業を営む者（以下「営業者」という。）から当

該浴場業を譲り受けた場合であつて、営業施設の構造設備に変更

がないときは、第１号及び第５号に掲げる書類の添付を省略する

ことができる。

�～� 省略

� 公衆浴場の営業者 が管理者を置く
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場合にあつては、管理者の承諾書

� 省略

（承継届）

第３条 省令第１条の２第１項の規定による営業者の地位の承継の

届書は別記様式第４号により、省令第２条第１項の規定による営

業者の地位の承継の届書は別記様式第５号により、省令第３条第

１項又は第３条の２第１項の規定による営業者の地位の承継の届

書は別記様式第６号により、所轄保健所長を経由して、知事に提

出しなければならない。

２ 前項の届書（届出者が法人である場合に限る

。）には、省令第１条の２第２項、第３条第２項

又は第３条の２第２項に規定する書類のほか、浴場業を譲り受け

た法人、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人

又は分割により浴場業を承継する法人の登記事項証明書を添付し

なければならない。

（申請書等の記載事項の変更及び営業の停止又は廃止の届出）

第４条 営業者は、省令第４条の規定により、第１条の申請書又は

前条の届書に記載した事項を変更したときは、別記様式第７号に

よる届書に次に掲げる書類を添えて、所轄保健所長を経由して、

知事に届け出なければならない。

� 許可証（記載事項に変更がある場合に限る 。）

�・� 省略

２ 営業者は、省令第４条の規定により、営業の全部又は一部を停

止したときは別記様式第８号により、営業の一部を廃止したとき

は廃止した施設の状況を示す図面を添えて別記様式第９号によ

り、営業の全部を廃止したときは許可証を添えて別記様式第１０号

により、所轄保健所長を経由して、知事に届け出なければならな

い。

（患者を入浴させるための許可申請）

第５条 営業者は、公衆浴場法第４条ただし書の許可を受けようと

するときは、別記様式第１１号による申請書に次に掲げる書類を添

えて、所轄保健所長を経由して、知事に提出しなければならな

い。

�・� 省略

様式第１号（第１条関係） 公衆浴場営業許可申請書

場合にあつては、管理者の承諾書

� 省略

（承継届）

第３条

省令第２条第１項の規定による営

業者の地位の承継の届書は別記様式第４号により、省令第３条第

１項又は第３条の２第１項の規定による営業者の地位の承継の届

書は別記様式第５号により、所轄保健所長を経由して、知事に提

出しなければならない。

２ 前項の届書（省令第２条第１項の規定による営業者の地位の承

継の届書を除く。）には、省令 第３条第２項

又は第３条の２第２項に規定する書類のほか

、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人

又は分割により浴場業を承継する法人の登記事項証明書を添付し

なければならない。

（申請書等の記載事項の変更及び営業の停止又は廃止の届出）

第４条 営業者は、省令第４条の規定により、第１条の申請書又は

前条の届書に記載した事項を変更したときは、別記様式第６号に

よる届書に次に掲げる書類を添えて、所轄保健所長を経由して、

知事に届け出なければならない。

� 許可証（営業施設の構造設備の変更の場合を除く。）

�・� 省略

２ 営業者は、省令第４条の規定により、営業の全部又は一部を停

止したときは別記様式第７号により、営業の一部を廃止したとき

は廃止した施設の状況を示す図面を添えて別記様式第８号によ

り、営業の全部を廃止したときは許可証を添えて別記様式第９号

により、所轄保健所長を経由して、知事に届け出なければならな

い。

（患者を入浴させるための許可申請）

第５条 営業者は、公衆浴場法第４条ただし書の許可を受けようと

するときは、別記様式第１０号による申請書に次に掲げる書類を添

えて、所轄保健所長を経由して、知事に提出しなければならな

い。

�・� 省略

様式第１号（第１条関係） 公衆浴場営業許可申請書

省略
ふり がな

氏名（法人にあつては、

その名称及び代表者の

氏名）

省略

省略

氏名（法人にあつては、

その名称及び代表者の

氏名） �

省略

公 衆 浴 場

ふ り が な

名 称

公 衆 浴 場

名 称

所 在 地

〒 －

電話番号

電子メールアドレス

所 在 地

公衆浴場の

種 類

浴場の種別
一般浴場・福利厚生施設・特殊浴場

（ ）
公衆浴場の

種 類

浴場の種別
一般浴場・福利厚生施設・特殊浴場

（ ）

湯 質
温湯・温泉・薬湯・電気湯・その他

（ ）
湯 質

温湯・温泉・薬湯・電気湯・その他

（ ）

薬湯の内容

薬湯の内容

営業を譲り

受けたこと

を証する旨

有 ・ 無
営業譲渡者の署

名
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１２７９

構造設備の

概 要
別紙のとおり

構造設備の

概 要

脱 衣 場 ㎡
計 ㎡

浴 室 ㎡

燃 料 の 種 類 及 び

１ 日 の 使 用 量

省略 燃 料 の 種 類 及 び

１ 日 の 使 用 料

省略

省略 省略

土地建物の

所 有 者

種 別 土 地 建 物

土地建物の

所 有 者

種 別 土 地 建 物

住 所 （ 法

人 に あ つ

て は 、 事

務 所 所 在

地 ）

電話番号 電話番号

住 所 （ 法

人 に あ つ

て は 、 事

務 所 所 在

地 ）

省略 省略

省略 省略

衛生管理責

任者

住 所
〒 －

電話番号
衛生管理責

任者

住 所

省略 省略

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

３ 省略

４ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

様式第５号（第３条関係） 相続による公衆浴場営業承継届書

注１ 省略

２ 申請者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

３ 省略

４ 省略

５ 営業譲渡者の署名欄の記入に代えて、営業を譲り受けた

ことを証する書類を添付することができる。

６ 次に掲げる書類を添付すること。ただし、浴場業を営む

者から当該浴場業を譲り受けた場合であつて、営業施設の

構造設備に変更がないときは、�及び�の書類の添付を省

略することができる。

�～� 省略

様式第４号（第３条関係） 相続による公衆浴場営業承継届書

省略
ふ り が な

氏 名

省略

省略

氏 名 �

省略

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

様式第６号（第３条関係） 合併（分割）による公衆浴場営業承継

届書

注１ 省略

２ 記名押印に代えて署名することができる。

３ 省略

様式第５号（第３条関係） 合併（分割）による公衆浴場営業承継

届書

省略
ふ り が な

代表者の氏名

省略

代表者の氏名 �

省略 省略

注 省略

様式第７号（第４条関係） 公衆浴場営業（許可申請書・承継届

書）記載事項変更届書

注 省略

様式第６号（第４条関係） 公衆浴場営業（許可申請書・承継届

書）記載事項変更届書

省略

住所（法人にあつては、 〒 －

事務所所在地）

届出者

省略

住所（法人にあつては、

事務所所在地）

届出者
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１２８０

第２条 公衆浴場法施行細則の一部を次のように改正する。

様式第３号の次に次の１様式を加える

ふりがな

氏名（法人にあつては、

その名称及び代表者の

氏名）

氏名（法人にあつては、

その名称及び代表者の

氏名）

営 業 施 設

ふ り が な

名 称

変 更 事 項

新
所 在 地 〒 －

変 更 事 項
新

旧
旧

省略 省略

注１・２ 省略

３ 添付書類

� 許可証（記載事項に変更がある場合に限る 。）

�・� 省略

様式第８号（第４条関係） 省略

様式第９号（第４条関係） 省略

様式第１０号（第４条関係） 省略

様式第１１号（第５条関係） 患者入浴許可申請書

注１・２ 省略

３ 添付書類

� 許可証（営業施設の構造設備の変更の場合を除く。）

�・� 省略

様式第７号（第４条関係） 省略

様式第８号（第４条関係） 省略

様式第９号（第４条関係） 省略

様式第１０号（第５条関係） 患者入浴許可申請書

省略
ふりがな

氏名（法人にあつては、

その名称及び代表者の

氏名）

省略

氏名（法人にあつては、

その名称及び代表者の

氏名） �

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

３ 省略

注１ 省略

２ 申請者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

３ 省略

４ 省略
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様式第４号（第３条関係） 譲渡による公衆浴場営業承継届書



愛 媛 県 報令和５年１２月１２日 第４６８号

１２８２

（興行場法施行細則の一部改正）

第３条 興行場法施行細則（昭和２５年愛媛県規則第２７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

第３条 法第２条第１項の規定により知事の許可を受けようとする

者は、興行場営業許可申請書（別記様式第１号）に次に掲げる書

類及び所定の営業許可申請手数料を添えて、知事に提出しなけれ

ばならない。

�～� 省略

２ 省略

第４条 省略

２ 省略

３ 興行場営業を営む者（以下「営業者」という。）は、許可証を

毀損し、又は亡失したときは、速やかに興行場営業許可証再交付

申請書（別記様式第４号）により、再交付の申請をしなければな

らない。

第５条 法第２条の２第２項の規定により譲渡による営業者の地位

の承継の届出をしようとする者は、譲渡による興行場営業承継届

出書（別記様式第５号）に次に掲げる書類を添えて、知事に提出

しなければならない。

� 興行場営業の譲渡が行われたことを証する書類

� 届出者が法人の場合にあつては、定款又は寄附行為の写し及

び登記事項証明書

第６条 法第２条の２第２項の規定により相続による営業者の地位

の承継の届出をしようとする者は、相続による興行場営業承継届

出書（別記様式第６号）に次に掲げる書類を添えて、知事に提出

しなければならない。

�・� 省略

第７条 法第２条の２第２項の規定により合併又は分割による営業

者の地位の承継の届出をしようとする者は、合併（分割）による

興行場営業承継届出書（別記様式第７号）に定款又は寄附行為の

写し及び登記事項証明書を添えて、知事に提出しなければならな

い。

第８条 営業者は、第３条第１項の申請書又は前３条の届出書に記

載した事項を変更したときは、興行場営業（許可申請書・承継届

出書）記載事項変更届出書（別記様式第８号）に次に掲げる書類

を添えて、１０日以内に、知事に届け出なければならない。

� 許可証（記載事項に変更がある場合に限る 。）

�・� 省略

２ 営業者は、営業の全部又は一部を停止したときは興行場営業停

止届出書（別記様式第９号）により、営業の一部を廃止したとき

は廃止した施設の状況を示す図面を添えて興行場営業の一部廃止

届出書（別記様式第１０号）により、営業の全部を廃止したときは

許可証を添えて興行場営業廃止届出書（別記様式第１１号）によ

り、１０日以内に、知事に届け出なければならない。

第９条 省略

第１０条 知事及び保健所長が備え付ける興行場台帳の様式は、興行

場台帳（別記様式第１２号）とする。

第１１条 省略

第３条 法第２条第１項の規定により知事の許可を受けようとする

者は、興行場営業許可申請書（別記様式第１号）に次に掲げる書

類及び所定の営業許可申請手数料を添えて、知事に提出しなけれ

ばならない。ただし、興行場営業を営む者（以下「営業者」とい

う。）から当該興行場営業を譲り受けた場合であつて、営業施設

の構造設備に変更がないときは、第３号に掲げる書類の添付を省

略することができる。

�～� 省略

２ 省略

第４条 省略

２ 省略

３ 営業者 は、許可証を

毀損し、又は亡失したときは、速やかに興行場営業許可証再交付

申請書（別記様式第４号）により、再交付の申請をしなければな

らない。

第５条 法第２条の２第２項の規定により相続による営業者の地位

の承継の届出をしようとする者は、相続による興行場営業承継届

出書（別記様式第５号）に次に掲げる書類を添えて、知事に提出

しなければならない。

�・� 省略

第６条 法第２条の２第２項の規定により合併又は分割による営業

者の地位の承継の届出をしようとする者は、合併（分割）による

興行場営業承継届出書（別記様式第６号）に定款又は寄附行為の

写し及び登記事項証明書を添えて、知事に提出しなければならな

い。

第７条 営業者は、第３条第１項の申請書又は前２条の届出書に記

載した事項を変更したときは、興行場営業（許可申請書・承継届

出書）記載事項変更届出書（別記様式第７号）に次に掲げる書類

を添えて、１０日以内に、知事に届け出なければならない。

� 許可証（営業施設の構造設備の変更の場合を除く。）

�・� 省略

２ 営業者は、営業の全部又は一部を停止したときは興行場営業停

止届出書（別記様式第８号）により、営業の一部を廃止したとき

は廃止した施設の状況を示す図面を添えて興行場営業の一部廃止

届出書（別記様式第９号）により、営業の全部を廃止したときは

許可証を添えて興行場営業廃止届出書（別記様式第１０号）によ

り、１０日以内に、知事に届け出なければならない。

第８条 省略

第９条 知事及び保健所長が備え付ける興行場台帳の様式は、興行

場台帳（別記様式第１１号）とする。

第１０条 省略



愛 媛 県 報令和５年１２月１２日 第４６８号

１２８３

附 則

第１２条 省略

第１３条 省略

様式第１号（第３条関係） 興行場営業許可申請書

附 則

第１１条 省略

第１２条 省略

様式第１号（第３条関係） 興行場営業許可申請書

省略

住所（法人にあつては、 〒 －

事務所所在地）
ふりがな

申請者 氏名（法人にあつては、

その名称及び代表者の

氏名）

省略

省略

住所（法人にあつては、

事務所所在地）

申請者 氏名（法人にあつては、

その名称及び代表者の

氏名） �

省略

営 業 施 設

ふ り が な

名 称

営 業 施 設

名 称

所 在 地

〒 －

電話番号

電子メールアドレス

所 在 地

興 行 場 の 種 別
映 画・演 劇・音 楽・ス ポ ー ツ・演

芸・見せ物

興 行 場 の 種 別
映 画・演 劇・音 楽・ス ポ ー ツ・演

芸・見せ物

営業を譲り

受けたこと

を証する旨

有 ・ 無
営業譲渡者の署

名

興 行 場 の 構 造 設 備 別紙のとおり 興 行 場 の 構 造 設 備

常 設 又 は 仮 設 の 別 常 設 ・ 仮 設

常 設 又 は 仮 設 の 別 常 設 ・ 仮 設

各 階 別 の 観 覧 席 面

積 及 び 入 場 定 員

階 数 区 分

（ 階 ）

観 覧 席 面

積 （ ㎡ ）

入 場 定 員

（ 人 ）

衛生責任者

住 所
〒 －

電話番号

換 気 設 備 の

構 造 概 要

氏 名
暖 房 設 備 有 ・ 無

冷 房 設 備 有 ・ 無

土地建物の

所 有 者

種 別 土 地 建 物

土地建物の

所 有 者

種 別 土 地 建 物

住 所 （ 法

人 に あ つ

て は 、 事

務 所 所 在

地 ）

電話番号 電話番号

住 所 （ 法

人 に あ つ

て は 、 事

務 所 所 在

地 ）

省略 省略

営 業 開 始 予 定 年 月 日 年 月 日 営 業 施 設 の 工 事 期 間 年 月 日から 年 月 日まで

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

３ 次に掲げる書類を添付すること。

注１ 省略

２ 申請者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

３ 省略

４ 営業施設の工事期間欄には、新たに施設を設ける場合に

のみ記入すること。

５ 営業譲渡者の署名欄の記入に代えて、営業を譲り受けた

ことを証する書類を添付することができる。

６ 次に掲げる書類を添付すること。ただし、興行場営業を

営む者から当該興行場営業を譲り受けた場合であつて、営



愛 媛 県 報令和５年１２月１２日 第４６８号

１２８４

�～� 省略

様式第２号（第４条関係） 興行場営業許可証

（表）

省略

住所

省略

省略

（裏） 省略

様式第６号（第６条関係） 相続による興行場営業承継届出書

業施設の構造設備に変更がないときは、�及び�の書類の

添付を省略することができる。

�～� 省略

様式第２号（第４条関係） 興行場営業許可証

（表）

省略

営業者の住所

営業所所在地

名 称

省略

年 月 日生

省略

（裏） 省略

様式第５号（第５条関係） 相続による興行場営業承継届出書

省略
ふ り が な

氏 名

省略

省略

氏 名 �

省略

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

様式第７号（第７条関係） 合併（分割）による興行場営業承継届

出書

注１ 省略

２ 記名押印に代えて署名することができる。

３ 省略

様式第６号（第６条関係） 合併（分割）による興行場営業承継届

出書

省略
ふ り が な

代表者の氏名

省略

代表者の氏名 �

省略 省略

注 省略

様式第８号（第８条関係） 興行場営業（許可申請書・承継届出

書）記載事項変更届出書

注 省略

様式第７号（第７条関係） 興行場営業（許可申請書・承継届出

書）記載事項変更届出書

省略

住所（法人にあつては、 〒 －

事務所所在地）

届出者
ふりがな

氏名（法人にあつては、

その名称及び代表者の

氏名）

省略

住所（法人にあつては、

事務所所在地）

届出者

氏名（法人にあつては、

その名称及び代表者の

氏名）

営 業 施 設

ふ り が な

名 称

変 更 事 項

新
所 在 地 〒 －

変 更 事 項
新

旧
旧

省略 省略

注１・２ 省略

３ 添付書類

� 許可証（記載事項に変更がある場合に限る 。）

�・� 省略

様式第９号（第８条関係） 省略

様式第１０号（第８条関係） 省略

様式第１１号（第８条関係） 省略

様式第１２号（第１０条関係） 省略

注１・２ 省略

３ 添付書類

� 許可証（営業施設の構造設備の変更の場合を除く。）

�・� 省略

様式第８号（第７条関係） 省略

様式第９号（第７条関係） 省略

様式第１０号（第７条関係） 省略

様式第１１号（第９条関係） 省略



愛 媛 県 報令和５年１２月１２日 第４６８号

１２８５

第４条 興行場法施行細則の一部を次のように改正する。

様式第４号の次に次の１様式を加える



愛 媛 県 報令和５年１２月１２日 第４６８号

１２８６

様式第５号（第５条関係） 譲渡による興行場営業承継届出書



愛 媛 県 報令和５年１２月１２日 第４６８号

１２８７

（理容師法施行細則の一部改正）

第５条 理容師法施行細則（昭和３１年愛媛県規則第４４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（理容所の開設）

第１条 理容師法（昭和２２年法律第２３４号。以下「法」という。）

第１１条第１項の規定により、理容所を開設しようとする者は、そ

の届出書に理容師法施行規則（平成１０年厚生省令第４号。以下

「省令」という。）に規定するもののほか、次に掲げる書類を添

付するとともに、当該理容所において業を行う理容師に係る理容

師免許証又は理容師免許証明書を提示しなければならない。

�～� 省略

様式第１号（第５条関係） 理容所開設届

（理容所の開設）

第１条 理容師法（昭和２２年法律第２３４号。以下「法」という。）

第１１条第１項の規定により、理容所を開設しようとする者は、そ

の届出書に理容師法施行規則（平成１０年厚生省令第４号。以下

「省令」という。）に規定するもののほか、次に掲げる書類を添

付するとともに、当該理容所において業を行う理容師に係る理容

師免許証又は理容師免許証明書を提示しなければならない。ただ

し、理容所の開設者から当該営業を譲り受けた場合であつて、理

容所の構造及び設備に変更がないときは、第２号に掲げる書類の

添付を省略することができる。

�～� 省略

様式第１号（第５条関係） 理容所開設届

省略
ふりがな

開設者 氏名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名）

省略

省略
ふりがな

開設者 氏名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名） �

省略

省略 省略

同一の場所

で現に開設

し、又は開

設しようと

する美容所

ふ り が な

名 称 同一の場所

で現に開設

し、又は開

設しようと

する美容所

ふ り が な

名 称

開設（予定）年月日 年 月 日

開設（予定）年月日 年 月 日

営業を譲り

受けたこと

を証する旨

有・無
営業譲渡者

の署名

注１ 省略

２ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

様式第２号（第５条関係） 理容所開設届出事項変更届

省略
ふりがな

氏名（法人にあつては、

注１ 省略

２ 開設者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

３ 「営業譲渡者の署名」の欄の記入に代えて、営業を譲り

受けたことを証する書類を添付することができる。

４ 理容所の開設者から当該営業を譲り受けた場合であつ

て、次に掲げる欄に記入する内容に変更がないときは、当

該欄の記入を省略することができる。

� 「管理理容師」の欄

� 「理容所の構造及び設備の概要」の欄

� 「理容師」の欄

� 「理容師以外の従業者」の欄

� 「同一の場所で現に開設し、又は開設しようとする美

容所」の欄

５ 次に掲げる書類を添付すること。ただし、理容所の開設

者から当該営業を譲り受けた場合であつて、�、�及び�

の書類の内容に変更がないときは、これらの書類の添付を

省略することができる。

�～� 省略

様式第２号（第５条関係） 理容所開設届出事項変更届

省略
ふりがな

氏名（法人にあつては、



愛 媛 県 報令和５年１２月１２日 第４６８号

１２８８

第６条 理容師法施行細則の一部を次のように改正する。

様式第６号（その２）の前に次の１様式を加える

名称及び代表者の氏名）

省略

様式第６号（第５条関係） 理容所承継届

様式第６号（その２） 相続による場合

名称及び代表者の氏名） �

省略

注 開設者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名する

ことができる。

様式第６号（第５条関係） 理容所承継届

様式第６号（その１） 相続による場合

省略
ふりがな

氏名

省略

省略
ふりがな

氏名 �

省略

省略 省略

注意事項

次の書類を添付してください。

� 戸籍謄本又は不動産登記規則（平成１７年法務省令第

１８号）第２４７条第５項の規定により交付を受けた同条第

１項に規定する法定相続情報一覧図の写し

� 相続人が２人以上ある場合において、その全員の同

意により理容所の開設者の地位を承継すべき相続人と

して選定された者にあつては、その全員の同意書

注意事項

１ 記名押印に代えて署名することができます。

２ 次の書類を添付してください。

� 戸籍謄本又は不動産登記規則（平成１７年法務省令第

１８号）第２４７条第５項の規定により交付を受けた同条第

１項に規定する法定相続情報一覧図の写し

� 相続人が２人以上ある場合において、その全員の同

意により理容所の開設者の地位を承継すべき相続人と

して選定された者にあつては、その全員の同意書

様式第６号（その３） 合併又は分割による場合 様式第６号（その２） 合併又は分割による場合

省略
ふ り が な

代表者の氏名

省略

代表者の氏名 �

省略 省略



愛 媛 県 報令和５年１２月１２日 第４６８号

１２８９

様式第６号（その１） 譲渡による場合



愛 媛 県 報令和５年１２月１２日 第４６８号

１２９０

（クリーニング業法施行細則の一部改正）

第７条 クリーニング業法施行細則（昭和３１年愛媛県規則第５８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（営業者の届出）

第２条 法第５条第１項の規定による届出をしようとする者は、省

令に規定するもののほか、次に掲げる書類を添付するとともに、

クリーニング所の業務に従事するクリーニング師に係るクリーニ

ング師免許証を提示しなければならない。

�～� 省略

２・３ 省略

（書類の様式）

第９条 法、省令、条例及びこの規則に規定する書類の様式は、次

に定めるところによる。

�～�の３ 省略

� 省令第２条の２第１項、第２条の３第１項、第２条の４第１

項及び第２条の５第１項の規定によるクリーニング所営業承継

届 第４号様式

�の２ 省令第２条の２第１項、第２条の３第１項、第２条の４

第１項及び第２条の５第１項の規定による無店舗取次店営業承

継届 第４号の２様式

�～� 省略

第１号様式（第９条関係） クリーニング所営業届

（営業者の届出）

第２条 法第５条第１項の規定による届出をしようとする者は、省

令に規定するもののほか、次に掲げる書類を添付するとともに、

クリーニング所の業務に従事するクリーニング師に係るクリーニ

ング師免許証を提示しなければならない。ただし、同項の届出を

した営業者から当該営業を譲り受けた場合であつて、クリーニン

グ所の構造及び設備に変更がないときは、第２号に掲げる書類の

添付を省略することができる。

�～� 省略

２・３ 省略

（書類の様式）

第９条 法、省令、条例及びこの規則に規定する書類の様式は、次

に定めるところによる。

�～�の３ 省略

� 省令第２条の２第１項、第２条の３第１項及び第２条の４第

１項 の規定によるクリーニング所営業承継

届 第４号様式

�の２ 省令第２条の２第１項、第２条の３第１項及び第２条の

４第１項 の規定による無店舗取次店営業承

継届 第４号の２様式

�～� 省略

第１号様式（第９条関係） クリーニング所営業届

省略 省略

ク リ ー ニ

ン グ 所 の

種 別

（該当する□にレ印を付けること。）

□ 取次のみ（洗濯物の受取及び引渡しのみ）

洗濯物を処理するクリーニング所

名称 所在地

□ ドライ □ ランドリー □ リネンサプ

ライ

□ クリーニング業法（昭和２５年法律第２０７

号）第３条第３項第５号に規定する洗濯物を

取り扱うクリーニング所

□ その他（ ）

ク リ ー ニ

ン グ 所 の

種 別

（該当する□にレ印を付けること。）

□ 取次のみ（洗濯物の受取及び引渡しのみ）

洗濯物を処理するクリーニング所

名称 所在地

□ ドライ □ ランドリー □ リネンサプ

ライ

□ クリーニング業法（昭和２５年法律第２０７

号）第３条第３項第５号に規定する洗濯物を

取り扱うクリーニング所

□ その他（ ）

営 業 を 譲

り 受 け た

こ と を 証

す る 旨

有・無
営 業 譲 渡 者 の 署

名

注１ 省略

２ 「管理人」の欄については、営業者が管理人を置いた場

合に記入すること。

注１ 省略

２ 「営業譲渡者の署名」の欄の記入に代えて、営業を譲り

受けたことを証する書類を添付することができる。

３ 営業者から当該営業を譲り受けた場合であつて、次に掲

げる欄に記入する内容に変更がないときは、当該欄の記入

を省略することができる。

� 「クリーニング所の構造及び設備の概要」の欄

� 「クリーニング師の本籍、住所、氏名、生年月日及び

登録番号」の欄

� 「従事者数」の欄



愛 媛 県 報令和５年１２月１２日 第４６８号

１２９１

第８条 クリーニング業法施行細則の一部を次のように改正する。

第４号様式（その２）の前に次の１様式を加える

３ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

第１号の２様式（第９条関係） 無店舗取次店営業届

� 「クリーニング所の種別」の欄

４ 次に掲げる書類を添付すること。ただし、営業者から当

該営業を譲り受けた場合であつて、クリーニング所の構造

及び設備に変更がないときは、�の書類の添付を省略する

ことができる。

�～� 省略

第１号の２様式（第９条関係） 無店舗取次店営業届

省略 省略

業務

用車

両

省略

業務

用車

両

省略

保管

場所

〒 －

電話番号

電子メールアドレス

保管

場所

〒 －

省略 省略

省略 省略

無 店 舗 取

次 店 の 種

別

（該当する□にレ印を付けること。）

□ クリーニング業法（昭和２５年法律第２０７

号）第３条第３項第５号に規定する洗濯物を

取り扱う無店舗取次店

□ その他の無店舗取次店

無 店 舗 取

次 店 の 種

別

（該当する□にレ印を付けること。）

□ クリーニング業法（昭和２５年法律第２０７

号）第３条第３項第５号に規定する洗濯物を

取り扱う無店舗取次店

□ その他の無店舗取次店

営 業 を 譲

り 受 け た

こ と を 証

す る 旨

有・無
営 業 譲 渡 者 の 署

名

注１ 省略

２ 省略

第４号様式（第９条関係） クリーニング所営業承継届

第４号様式（その２） 省略

第４号様式（その３） 省略

第４号の２様式（第９条関係） 無店舗取次店営業承継届

第４号の２様式（その２） 省略

第４号の２様式（その３） 省略

注１ 省略

２ 「営業譲渡者の署名」の欄の記入に代えて、営業を譲り

受けたことを証する書類を添付することができる。

３ 営業者から当該営業を譲り受けた場合であつて、次に掲

げる欄に記入する内容に変更がないときは、当該欄の記入

を省略することができる。

� 「業務用車両」の欄の「構造の概要」の欄

� 「クリーニング師の本籍、住所、氏名、生年月日及び

登録番号」の欄

� 「従事者数」の欄

� 「無店舗取次店の種別」の欄

� 「営業区域」の欄

４ 省略

第４号様式（第９条関係） クリーニング所営業承継届

第４号様式（その１） 省略

第４号様式（その２） 省略

第４号の２様式（第９条関係） 無店舗取次店営業承継届

第４号の２様式（その１） 省略

第４号の２様式（その２） 省略



愛 媛 県 報令和５年１２月１２日 第４６８号

１２９２

第４号様式（その１） 譲渡による場合



愛 媛 県 報令和５年１２月１２日 第４６８号

１２９３

第４号の２様式（その２）の前に次の１様式を加える。



愛 媛 県 報令和５年１２月１２日 第４６８号

１２９４

第４号の２様式（その１） 譲渡による場合



愛 媛 県 報令和５年１２月１２日 第４６８号

１２９５

（旅館業法施行細則の一部改正）

第９条 旅館業法施行細則（昭和３２年愛媛県規則第５０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（許可申請）

第１条 旅館業法（昭和２３年法律第１３８号。以下「法」という。）

第３条第１項の規定により営業の許可を受けようとする者は、様

式第１号による申請書に次に掲げる書類及び図面を添付して知事

に提出しなければならない。

� 営業施設が旅館業法施行規則（昭和２３年厚生省令第２８号。以

下「省令」という。）第５条第１項に該当する場合にあつて

は、その内容を具体的に記載した書類

�～� 省略

（許可証）

第３条 省略

２ 旅館業を営む者（以下「営業者」という。）は、許可証を利用

者の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

３・４ 省略

（承継承認申請）

第４条 法第３条の２第１項の規定により営業者の地位の承継の承

認を受けようとする者は、様式第４号による申請書に、省令第１

条の３第２項に規定するもののほか、次に掲げる書類及び図面を

添付して知事に提出しなければならない。

�・� 省略

� 譲受人が法人の場合にあつては、譲受人の登記事項証明書

２ 法第３条の３第１項の規定により営業者の地位の承継の承認を

受けようとする者は、様式第５号による申請書に、省令第２条第

２項に規定するもののほか、次に掲げる書類及び図面を添付して

知事に提出しなければならない。

�・� 省略

３ 法第３条の４第１項の規定により営業者の地位の承継の承認を

受けようとする者は、様式第６号による申請書に、省令第３条第

２項に規定するもののほか、次に掲げる書類及び図面を添付して

知事に提出しなければならない。

� 法第３条第２項各号に該当する場合にあつてはその内容を具

体的に記載した書類、該当しない場合にあつては疎明書

� 営業施設付近１５０メートル以内の見取図

（承認書）

第５条 知事は、法第３条の２第１項、第３条の３第１項又は第３

条の４第１項の規定による承認を与えたときは、承認書を申請者

に交付する。

（変更の届出）

第６条 営業者は、省令第４条の規定により、第１条及び第４条の

申請書に記載した事項の変更の届出をするときは、様式第７号に

よる届出書に次に掲げる書類を添付して知事に提出しなければな

らない。

� 許可証（記載事項に変更がある場合に限る 。）

（許可申請）

第１条 旅館業法（昭和２３年法律第１３８号。以下「法」という。）

第３条第１項の規定により営業の許可を受けようとする者は、様

式第１号による申請書に次に掲げる書類及び図面を添付して知事

に提出しなければならない。ただし、旅館業を営む者（以下「営

業者」という。）から当該旅館業を譲り受けた場合であつて、旅

館業法施行規則（昭和２３年厚生省令第２８号。以下「省令」とい

う。）第５条第１項に該当する営業施設に変更がないときは第１

号に掲げる書類、営業施設の構造設備に変更がないときは第２号

に掲げる書類の添付を省略することができる。

� 営業施設が省令

第５条第１項に該当する場合にあつて

は、その内容を具体的に記載した書類

�～� 省略

（許可証）

第３条 省略

２ 営業者 は、許可証を利用

者の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

３・４ 省略

（承継承認申請）

第４条 法第３条の２第１項の規定により営業者の地位の承継の承

認を受けようとする者は、様式第４号による申請書に、省令第２

条第２項 に規定するもののほか、次に掲げる書類及び図面を

添付して知事に提出しなければならない。

�・� 省略

２ 法第３条の３第１項の規定により営業者の地位の承継の承認を

受けようとする者は、様式第５号による申請書に、省令第３条第

２項に規定するもののほか、次に掲げる書類及び図面を添付して

知事に提出しなければならない。

�・� 省略

（承認書）

第５条 知事は、法第３条の２第１項又は第３条の３第１項

の規定による承認を与えたときは、承認書を申請者

に交付する。

（変更の届出）

第６条 営業者は、省令第４条の規定により、第１条及び第４条の

申請書に記載した事項の変更の届出をするときは、様式第６号に

よる届出書に次に掲げる書類を添付して知事に提出しなければな

らない。

� 許可証（営業施設の構造設備の変更の場合を除く。）



愛 媛 県 報令和５年１２月１２日 第４６８号

１２９６

�・� 省略

（休業又は廃業の届出）

第７条 営業者は、省令第４条の規定により、営業の全部又は一部

を停止したときは様式第８号により、営業の一部を廃止したとき

は廃止した施設の状況を示す図面を添えて様式第９号により、営

業の全部を廃止したときは許可証を添えて様式第１０号により届け

出なければならない。

（宿泊者名簿）

第９条 法第６条の規定による宿泊者名簿には、省令第４条の２第

３項（同項第２号を除く。）に規定するもののほか、次に掲げる

事項を記載しなければならない。

� 到着月日時及び出発月日時

� 前夜宿泊地名

� 行先地名（下宿人を除く。）

� 年齢

� 室番号

様式第１号（第１条関係） 旅館業営業許可申請書

�・� 省略

（休業又は廃業の届出）

第７条 営業者は、省令第４条の規定により、営業の全部又は一部

を停止したときは様式第７号により、営業の一部を廃止したとき

は廃止した施設の状況を示す図面を添えて様式第８号により、営

業の全部を廃止したときは許可証を添えて様式第９号により届け

出なければならない。

（宿泊者名簿）

第９条 法第６条の規定による宿泊者名簿の様式は、様式第１０号及

び第１１号とする

。

様式第１号（第１条関係） 旅館業営業許可申請書

省略
ふりがな

氏名（法人にあつては、

その名称及び代表者の

氏名）

省略

省略
ふりがな

氏名（法人にあつては、

その名称及び代表者の

氏名） �

省略

営 業 施 設

ふ り が な

名 称
営 業 施 設

名 称

省略 省略

営 業 の 種 別
旅館・ホテル営業・簡易宿所営業・

下宿営業
営 業 の 種 別

省略 省略

旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第３条

第２項各号該当の有無
有 ・ 無

旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第３条

第２項各号該当の有無
有 ・ 無

営業を譲り

受けたこと

を証する旨

有・無
営業譲渡者の署

名

浴場の衛生

管理責任者

住 所
〒 －

電話番号
浴場の衛生

管理責任者

住 所
〒 －

省略 省略

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

３ 次に掲げる書類を添付すること。

注１ 省略

２ 申請者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

３ 省略

４ 営業譲渡者の署名欄の記入に代えて、営業を譲り受けた

ことを証する書類を添付することができる。

５ 旅館業を営む者から当該旅館業を譲り受けた場合であつ

て、次に掲げる欄に記入する内容に変更がないときは、当

該欄の記入を省略することができる。

� 営業の種別欄

� 営業施設が旅館業法施行規則第５条第１項該当の有無

欄

� 営業施設の構造設備の概要欄

６ 次に掲げる書類を添付すること。ただし、旅館業を営む

者から当該旅館業を譲り受けた場合であつて、�及び�の



愛 媛 県 報令和５年１２月１２日 第４６８号

１２９７

第１０条 旅館業法施行細則の一部を次のように改正する。

様式第１０号及び様式第１１号を削り、様式第９号を様式第１０号とし、様式第４号から様式第８号までを１ずつ繰り下げ、様式第３号の次

に次の１様式を加える

�～� 省略

様式第４号（第４条関係） 合併（分割）による旅館業営業承継承

認申請書

書類の内容に変更がないときは、これらの書類の添付を省

略することができる。

�～� 省略

様式第４号（第４条関係） 合併（分割）による旅館業営業承継承

認申請書

省略
ふ り が な

代表者の氏名

省略

代表者の氏名 �

省略 省略

愛 媛 県 収 入 証 紙 貼 付 欄 愛 媛 県 収 入 証 紙 ち よ う 付 欄

注 省略

様式第５号（第４条関係） 相続による旅館業営業承継承認申請書

注 省略

様式第５号（第４条関係） 相続による旅館業営業承継承認申請書

省略
ふ り が な

氏 名

省略

省略
ふ り が な

氏 名 �

省略

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

様式第６号（第６条関係） 旅館業営業（許可・承継承認）申請書

記載事項変更届出書

注１ 省略

２ 記名押印に代えて署名することができる。

３ 省略

様式第６号（第６条関係） 旅館業営業（許可・承継承認）申請書

記載事項変更届出書

省略

住所（法人にあつては、 〒 －

事務所所在地）

届出者
ふりがな

氏名（法人にあつては、

その名称及び代表者の

氏名）

省略

住所（法人にあつては、

事務所所在地）

届出者

氏名（法人にあつては、

その名称及び代表者の

氏名）

営 業 施 設

ふ り が な

名 称

変 更 事 項

新
所 在 地 〒 －

変 更 事 項
新

旧
旧

省略 省略

注１・２ 省略

３ 添付書類

� 許可証（記載事項に変更がある場合に限る 。）

�・� 省略

注１・２ 省略

３ 添付書類

� 許可証（営業施設の構造設備の変更の場合を除く。）

�・� 省略



愛 媛 県 報令和５年１２月１２日 第４６８号

１２９８

様式第４号（第４条関係） 譲渡による旅館業営業承継承認申請書



愛 媛 県 報令和５年１２月１２日 第４６８号

１２９９



愛 媛 県 報令和５年１２月１２日 第４６８号

１３００

（美容師法施行細則の一部改正）

第１１条 美容師法施行細則（昭和３２年愛媛県規則第６５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（美容所の開設）

第１条 美容師法（昭和３２年法律第１６３号。以下「法」という。）

第１１条第１項の規定により、美容所を開設しようとする者は、そ

の届出書に美容師法施行規則（平成１０年厚生省令第７号。以下

「省令」という。）に規定するもののほか、次に掲げる書類を添

付するとともに、当該美容所において業を行う美容師に係る美容

師免許証又は美容師免許証明書を提示しなければならない。

�～� 省略

様式第１号（第５条関係） 美容所開設届

（美容所の開設）

第１条 美容師法（昭和３２年法律第１６３号。以下「法」という。）

第１１条第１項の規定により、美容所を開設しようとする者は、そ

の届出書に美容師法施行規則（平成１０年厚生省令第７号。以下

「省令」という。）に規定するもののほか、次に掲げる書類を添

付するとともに、当該美容所において業を行う美容師に係る美容

師免許証又は美容師免許証明書を提示しなければならない。ただ

し、美容所の開設者から当該営業を譲り受けた場合であつて、美

容所の構造及び設備に変更がないときは、第２号に掲げる書類の

添付を省略することができる。

�～� 省略

様式第１号（第５条関係） 美容所開設届

省略
ふりがな

開設者 氏名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名）

省略

省略
ふりがな

開設者 氏名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名） �

省略

省略 省略

同一の場所

で現に開設

し、又は開

設しようと

する理容所

ふ り が な

名 称 同一の場所

で現に開設

し、又は開

設しようと

する理容所

ふ り が な

名 称

開 設 （ 予

定 ） 年 月

日

年 月 日

開 設 （ 予

定 ） 年 月

日

年 月 日

営業を譲り

受けたこと

を証する旨

有・無
営 業 譲 渡 者 の 署

名

注１ 省略

２ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

様式第２号（第５条関係） 美容所開設届出事項変更届

省略
ふりがな

氏名（法人にあつては、

注１ 省略

２ 開設者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

３ 「営業譲渡者の署名」の欄の記入に代えて、営業を譲り

受けたことを証する書類を添付することができる。

４ 美容所の開設者から当該営業を譲り受けた場合であつ

て、次に掲げる欄に記入する内容に変更がないときは、当

該欄の記入を省略することができる。

� 「管理美容師」の欄

� 「美容所の構造及び設備の概要」の欄

� 「美容師」の欄

� 「美容師以外の従業者」の欄

� 「同一の場所で現に開設し、又は開設しようとする理

容所」の欄

５ 次に掲げる書類を添付すること。ただし、美容所の開設

者から当該営業を譲り受けた場合であつて、�、�及び�

の書類の内容に変更がないときは、これらの書類の添付を

省略することができる。

�～� 省略

様式第２号（第５条関係） 美容所開設届出事項変更届

省略
ふりがな

氏名（法人にあつては、
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第１２条 美容師法施行細則の一部を次のように改正する。

第６号様式（その２）の前に次の１様式を加える

名称及び代表者の氏名）

省略

様式第６号（第５条関係） 美容所承継届

様式第６号（その２） 相続による場合

名称及び代表者の氏名） �

省略

注 開設者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名する

ことができる。

様式第６号（第５条関係） 美容所承継届

様式第６号（その１） 相続による場合

省略
ふりがな

氏名

省略

省略
ふりがな

氏名 �

省略

省略 省略

注意事項

次の書類を添付してください。

� 戸籍謄本又は不動産登記規則（平成１７年法務省令第

１８号）第２４７条第５項の規定により交付を受けた同条第

１項に規定する法定相続情報一覧図の写し

� 相続人が２人以上ある場合において、その全員の同

意により美容所の開設者の地位を承継すべき相続人と

して選定された者にあつては、その全員の同意書

注意事項

１ 記名押印に代えて署名することができます。

２ 次の書類を添付してください。

� 戸籍謄本又は不動産登記規則（平成１７年法務省令第

１８号）第２４７条第５項の規定により交付を受けた同条第

１項に規定する法定相続情報一覧図の写し

� 相続人が２人以上ある場合において、その全員の同

意により美容所の開設者の地位を承継すべき相続人と

して選定された者にあつては、その全員の同意書

様式第６号（その３） 合併又は分割による場合 様式第６号（その２） 合併又は分割による場合

省略
ふ り が な

代表者の氏名

省略

代表者の氏名 �

省略 省略
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様式第６号（その１） 譲渡による場合
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附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和５年１２月１３日から施行する。

（経過措置）

２ この規則施行の際現に提出され、又は交付している第１条の規定による改正前の公衆浴場法施行細則様式第１号の規定、第３条の規定

による改正前の興行場法施行細則様式第１号及び様式第２号の規定並びに第９条の規定による改正前の旅館業法施行細則様式第１号の規

定による書類は、第１条の規定による改正後の公衆浴場法施行細則様式第１号の規定、第３条の規定による改正後の興行場法施行細則様

式第１号及び様式第２号の規定並びに第９条の規定による改正後の旅館業法施行細則様式第１号の規定による書類とみなす。

（愛媛県規則における押印等を不要とするための手続の特例に関する規則の一部改正）

３ 愛媛県規則における押印等を不要とするための手続の特例に関する規則（令和３年愛媛県規則第３４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

申請者、届出者、報告者等が行わなければならないとされている

書類の押印、署名又は署名押印（これらに類するものを含む。）に

ついては、次に掲げる規則の規定にかかわらず、申請者、届出者、

報告者等は、これらの行為を行うことを要しない。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

申請者、届出者、報告者等が行わなければならないとされている

書類の押印、署名又は署名押印（これらに類するものを含む。）に

ついては、次に掲げる規則の規定にかかわらず、申請者、届出者、

報告者等は、これらの行為を行うことを要しない。

� 省略

� 公衆浴場法施行細則（昭和２３年愛媛県規則第６７号）様式第１

号、様式第４号、様式第５号及び様式第１０号

� 省略

� 興行場法施行細則（昭和２５年愛媛県規則第２７号）様式第１

号、様式第５号及び様式第６号

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 理容師法施行細則（昭和３１年愛媛県規則第４４号）様式第１

号、様式第２号及び様式第６号

� 省略

� 旅館業法施行細則（昭和３２年愛媛県規則第５０号）様式第１

号、様式第４号及び様式第５号

� 美容師法施行細則（昭和３２年愛媛県規則第６５号）様式第１

号、様式第２号及び様式第６号

� 省略

� 省略

改 正 後 改 正 前
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告 示

�愛媛県告示第１２４５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

令和５年１２月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１２４６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項の規定により、

施術機関を次のように指定した。

令和５年１２月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１２４７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により、

指定医療機関から次のように廃止した旨の届出があった。

令和５年１２月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

 省略

! 省略

" 省略

# 省略

$ 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

 省略

! 省略

" 省略

# 省略

$ 省略

% 省略

& 省略

' 省略

( 省略

) 省略

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

山 崎 歯 科 ク リ ニ ッ ク 大洲市長浜甲６５ 令和５年１０月１日

施 術 機 関 施 術 所 指 定

年 月 日氏 名 名 称 所 在 地

入 田 英 一 入 田 鍼 灸 院 鬼北町大字上大野５２１ 令和５年
８月１５日
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��������������

��������������

�愛媛県告示第１２４８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５１条第１項の規定により、

次のとおり指定医療機関の辞退があった。

令和５年１２月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１２５０号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の３第３項の規定により公告する。

令和５年１２月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１２５１号
国営緊急農地再編整備事業道前平野地区�妙寺換地区の換地計画
を定めたので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第

４項において準用する同法第８７条第５項の規定により、次のとおり

関係書類を縦覧に供する。

なお、この換地計画に不服がある場合は、縦覧期間満了の日の翌

日から起算して１５日以内に、中国四国農政局道前平野農地整備事業

所を経由して農林水産大臣に対して審査請求をすることができる。

また、この換地計画の取消しの訴えは、この換地計画が定められ

たことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に愛媛県を被告と

して（愛媛県知事が被告の代表者となる。）提起することができる。

ただし、上記の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁

決の送達を受けた日の翌日から起算して６箇月以内に換地計画の取

消しの訴えを提起することができる。

令和５年１２月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

換地計画書の写し

２ 縦覧期間

令和５年１２月１３日から令和６年１月１６日まで

３ 縦覧場所

西条市役所西部支所

�������
�愛媛県告示第１２５３号
次の区域及び区分の特定第２号漁業者の同意は漁業災害補償法

（昭和３９年法律第１５８号）第１０８条第２項に規定する要件に適合する

と認めるので、同条第５項において準用する同法第１０５条の２第４

項の規定に基づき、次のとおり公示する。

令和５年１２月１２日

�愛媛県告示第１２４９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療機関（指定訪問看護事業者等）を次のように指定した。

令和５年１２月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２５２号
林業種苗法（昭和４５年法律第８９号）第１０条第１項の規定に基づき、生産事業者を次のように登録した。

令和５年１２月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

山 田 歯 科 医 院 四国中央市金生町下分９１
２番地７ 令和５年６月７日

コスモス薬局 東温店 東温市野田二丁目１０４－
１ 令和５年８月３１日

こにし心療クリニック 伊予市灘町３０６ 令和５年８月３１日

二 宮 歯 科 ク リ ニ ッ ク 大洲市長浜甲６５ 令和５年９月２１日

医療機関の名称 医療機関の所在地 辞退年月日

グ リ ー ン 薬 局 八幡浜市五反田１番耕地
１０５５ 令和５年３月３１日

医 療 機 関 （ 指 定
訪問看護事業者等）の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

指 定 訪 問 看 護 事 業 等 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社ＧＥＴ 大阪府岸和田市春木若松町１
番２８号

訪問看護ステーション まじ
ゅん愛媛 西条市三津屋東３２番９ 令和５年１０月１日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

ため池等整備事業 王神地区
（松山市） 令和５年１１月２１日

登録

番号

生産事業者の氏名又は名称及び住所 生 産 事 業 の 内 容 事 業 所 の 名 称 及 び 所 在 地

氏名又は名称 住 所 種 穂 苗 木 名 称 所 在 地

４０６ 株式会社堀川林業 宇和島市津島町山財８５
０番地

１ 幼苗の育成
２ 幼苗以外の苗木の
育成

株式会社堀川林業 宇和島市津島町山財８５
０番地



愛 媛 県 報令和５年１２月１２日 第４６８号

１３０６

��������������

��������������

��������������

訓 令

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１２５４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更したいので、同法第２項において準

用する同法第１７条第１項の規定により、その都市計画の変更の案を

愛媛県庁及び四国中央市役所において告示の日から２週間公衆の縦

覧に供する。

令和５年１２月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

四国中央都市計画道路

３・２・１ 塩谷川東線

２ 都市計画を定める土地の区域

四国中央市川之江町、金生町下分、金生町山田井、上分町の各

一部

�愛媛県告示第１２５５号
次のとおり随意契約の相手方を決定した。

令和５年１２月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２５６号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

令和５年１２月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２５７号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

令和５年１２月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県訓令第２２号
庁 中 一 般

保 健 所

愛媛県保健所処務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和５年１２月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県保健所処務規程の一部を改正する訓令

愛媛県保健所処務規程（昭和２６年愛媛県訓令第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

区 域 区 分

宇和島区域（愛媛県漁業協同組合の
地区のうち、旧宇和島漁業協同組合
の地区）

総トン数１０トン以上２０トン未満の漁
船により、まき網を使用して営む漁
業

随意契約に係る物品等又は
特定役務の名称及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額 随意契約にした理由

財務会計システム運用・保
守管理業務

愛媛県出納局会計課
愛媛県松山市一番町四
丁目４番地２

令和５年１０月２３日

株式会社エヌ・ティ・テ
ィ・データ四国
代表取締役 三木 隆弘
愛媛県松山市三番町四丁
目９番地６

２２１，７３４，７００円
地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令
（平成７年政令第３７２号）第１１条
第１項第２号の規定による。

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

中 田 貴 大 愛 媛 県 立 新 居 浜 病 院 新居浜市本郷三丁目１番１号 国立大学法人愛媛大学医学部
附属病院 東温市志津川 令和５年

１０月１日

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

肢 体 不 自 由 外 科 一般財団法人積善会
十全総合病院 松 本 興 治 新居浜市北新町１番５号 令和

５年１１月１３日



愛 媛 県 報令和５年１２月１２日 第４６８号

１３０７

改 正 後 改 正 前

別表（第４条、第８条関係）

所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

別表（第４条、第８条関係）

所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分 組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

所

長

課

長

主

幹

所

長

課

長

主

幹

生

活

衛

生

課

１～３

省略

生

活

衛

生

課

１～３

省略

４ 興行

場 法

（昭和

２３年法

律 第

１３７

号）の

施行に

関する

事務

１ 興行場の営業に関すること。 ４ 興行

場 法

（昭和

２３年法

律 第

１３７

号）の

施行に

関する

事務

１ 興行場の営業に関すること。

�～� 省略 �～� 省略

� 変更の届出の受理（細則第

８条第１項）

○ � 変更の届出の受理（細則第

７条第１項）

○

� 営業の停止又は廃止の届出

の受理（細則第８条第２項）

○ � 営業の停止又は廃止の届出

の受理（細則第７条第２項）

○

� 許可証の返納の受理（細則

第９条第１項）

○ � 許可証の返納の受理（細則

第８条第１項）

○

� 再開の届出の受理（細則第

９条第２項）

○ � 再開の届出の受理（細則第

８条第２項）

○

５ 旅館

業 法

（昭和

２３年法

律 第

１３８

号）の

施行に

関する

事務

１ 旅館業の営業に関すること。 ５ 旅館

業 法

（昭和

２３年法

律 第

１３８

号）の

施行に

関する

事務

１ 旅館業の営業に関すること。

� 省略 � 省略

� 学校等の意見聴取（第３条

第４項、第３条の２第２項、

第３条の３第２項、第３条の

４第３項）

○ � 学校等の意見聴取（第３条

第４項、第３条の２第２項、

第３条の３第３項

）

○

� 営業者の地位の承継の承認

（第３条 第５項、第３条 の

２、第３条の３、第３条の４

第１項、第３項、細 則 第５

条）

○ � 営業者の地位の承継の承認

（第３条 第５項、第３条 の

２、第３条の３第１項、第３

項 、細 則 第５

条）

○

	～� 省略 	～� 省略


 水質基準に適合しない届出

の受理（旅館業法施行条例

（昭和３２年愛媛県条例 第４４

号。以下この部において「条

例」という。）第４条の表第

３の項第１８号）

○ 
 水質基準に適合しない届出

の受理（旅館業法施行条例

（昭和３２年愛媛県条例 第４４

号。以下この部において「条

例」という。）第４条の表第

３の項第１４号）

○

�～� 省略 �～� 省略

６ 公衆

浴場法

（昭和

２３年法

律 第

１３９

号）の

施行に

関する

事務

１ 公衆浴場の営業に関するこ

と。

６ 公衆

浴場法

（昭和

２３年法

律 第

１３９

号）の

施行に

関する

事務

１ 公衆浴場の営業に関するこ

と。

�～� 省略 �～� 省略

� 水質基準に適合しない旨の

届出の受理（条例第５条第１

項第２２号）

○ � 水質基準に適合しない旨の

届出の受理（条例第５条第１

項第１８号）

○

�～� 省略 �～� 省略
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１３０８

選挙管理委員会告示

�������
�愛媛県選挙管理委員会告示第７９号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定に

より、次のとおり政治団体の解散の届出があった。

令和５年１２月１２日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

１ 政党の支部

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

自由民主党愛媛県今治市第二支部 本 宮 勇 令和５年１０月３１日

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

本 宮 勇 後 援 会 本 宮 アヤミ 令和５年１０月３１日

森 な つ え 後 援 会 森 夏 枝 令和５年１０月３１日

附 則

この訓令は、令和５年１２月１３日から施行する。

�愛媛県選挙管理委員会告示第７８号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

令和５年１２月１２日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

１ 政党の支部

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

参政党愛媛県支部連合会 佐 藤 駿 主たる事務所の所在地 四国中央市土居町蕪崎８３０－
１ 松山市石風呂町５０－１ 令和５年９月２４日

代 表 者 佐 藤 駿 八 木 邦 靖

会 計 責 任 者 渡 邊 宗 平 高須賀 郁

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

岡本やすし後援会 岡 本 靖 会 計 責 任 者 西 野 裕 一 岡 本 忠 令和５年１１月１日

風の会 大 政 博 文 主たる事務所の所在地 伊予郡松前町大字北川原７２８
－３ 伊予郡松前町大字北川原１４９７ 令和５年１１月１日

会 計 責 任 者 西 野 裕 一 岡 本 忠

政治結社国命会 渡 部 善 朗 主たる事務所の所在地 松山市保免上一丁目１７－７ 松山市石手白石甲７３－５ 令和５年１１月１３日

備考

さとうしゅん後援会は、主たる活動区域の異動により総務大臣届出に変更

７～１７

省略

７～１７

省略

備考 省略 備考 省略

令和５年１２月１２日 発行


